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104
5c-19(16-26)
(ｴ)正誤・解説

(ｴ)　誤　法定相続登記後の遺産分
割は、遺産分割により所有権を取
得した者から単独で遺産分割を原
因とする所有権更正登記を申請す
ることができるが（令5.3.28民二538
号）、遺産分割を原因とする共同申
請による所有権移転登記によるこ
ともできる。

(ｴ)　正　法定相続分での相続登記
がされている場合において、遺産
分割による所有権の取得に関する
登記をするときは、登記権利者は、
単独で持分移転登記を申請するこ
とができる（民事月報Vol.78.5）。な
お、この場合、登記権利者は、単独
で遺産分割を登記原因とする所有
権更正登記を申請することもできる
（令5.3.28民二538号）。
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104
5c-19(16-26)

(ｵ)　取扱い不明により削除
の下

以上から、誤っているものは（ｳ）
（ｴ）の２個であり、正解は(3)とな
る。

以上から、誤っているものは（ｳ）の
１個であり、正解は(2)となる。
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171
5e-5(10-23)

冒頭の問題文

登記記録に次のような登記事項の
記録（一部事項省略）がある不動産
に関する下記(ｱ)から(ｵ)までの記述
のうち、正しいものの組み合わせ
は、後記(1)から（5）までのうちどれ
か。

登記記録に次のような登記事項の
記録（一部事項省略）がある不動産
に関する下記(ｱ)から(ｵ)までの記述
のうち、誤っているものの組み合わ
せは、後記(1)から（5）までのうちど
れか。
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172
5e-5(10-23)
(ｵ)正誤・解説

(ｵ)　誤　遺産分割を原因とする所
有権移転登記は、遺産分割により
当該不動産の所有権（持分）を取
得した相続人が登記権利者、共同
相続により取得した持分を失った
相続人が登記義務者として共同申
請により申請する。したがって、本
肢の場合、持分を取得したＤが単
独で申請することはできない。

(ｵ)　正　法定相続分での相続登記
がされている場合において、遺産
分割による所有権の取得に関する
登記をするときは、登記権利者は、
単独で持分移転登記を申請するこ
とができる（民事月報Vol.78.5）。し
たがって、本肢の場合、５番の登記
は、Ｃ及びＤ作成の遺産分割協議
書を申請書に添付してＤが単独で
申請することができる。なお、この
場合、登記権利者は、単独で遺産
分割を登記原因とする所有権更正
登記を申請することもできる（令
5.3.28民二538号）。
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172
5e-5(10-23)

(ｵ)の解説の下
以上から、正しいものは（ｲ）（ｴ）で
あり、正解は(3)となる。

以上から、誤っているものは（ｱ）
（ｳ）であり、正解は(1)となる。
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